
ESG情報開示のトレンドと
J-クレジット制度の重要性

ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社 環境対策部
ESGテクニカルエキスパート（主任GHG検証人） 尾石 裕行



SOCOTECの強み
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SOCOTECはCDPのオフィシャルスコアリングパートナー、レポートライターです。

✓ CDP質問書の意図を理解し、質問の体系と組織の「目指すべき姿」を明確に示すことができます。

✓ 公開ステータスのCDPデータは無制限に分析可能で、ベストプラクティスの提供が可能です。

✓ 内部統制COSOフレームワークやリスクマネジメント、排出量算定・検証の経験豊富なスタッフがサポートいたします。

✓ Water-SecurityとClimate changeの両方のスコアリングアドバイザリー経験から共通する点を効果的にリスクと機会の評価プ
ロセスに組み込みます。

✓ 数多くのESG-レイティングサポート実績から、業界の重要課題（マテリアリティ）が何なのかを常にトレースし、投資家の関心
事を効果的に捉えた情報開示へと導きます。

実績：

技術支援：

・TCFD対応支援 20社以上

・SBT申請支援

・Scope1，2，3算定支援

ESG関連：

・CDP回答アドバイザリング 毎年60社以上（Aリスト10社）

・CDPカーボンプライシングに関するレポート執筆

・フランス大使館協力 ESG統合支援セミナー開催

・ESGレーティング統合支援（FTSE、MSCI、Sustainalyticsと

CDPを合わせて統合支援）

・環境省/経産省 脱炭素経営ネットワーク会員

2
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世界経済フォーラム（WEF） グローバルリスク報告書2020
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■2020年の発生可能性が高いリスクTop5
1.異常気象（洪水、暴風など）
2.気候変動の緩和・適応への失敗
3.自然災害（地震、津波、火山、磁気嵐など）
4.生物多様性の喪失と生態系の崩壊
5.人為的な環境災害（原油流出や放射能汚染など）

カテゴリー

◆経済

◆環境

◆地政学

◆社会

◆テクノロジー

2020年



世界経済フォーラム（WEF） グローバルリスク報告書2020
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■負の影響が大きいリスクTop5
1.気候変動の緩和・適応への失敗
2.大量破壊兵器
3.生物多様性の喪失と生態系の崩壊
4.異常気象
5.水の危機

カテゴリー

◆経済

◆環境

◆地政学

◆社会

◆テクノロジー

2020年
経済界の認識

世界経済フォーラムは、ビジネス界、政界、学会、社会における
リーダーが参加し、世界・地域・産業のアジェンダを形成する国際
機関です。世界経済フォーラムが毎年発表している「グローバル
リスク報告書」によれば、今後10年間に複数の国や産業に多大
な悪影響を及ぼす可能性のあるグローバルリスクとして、2011年
以降、「極端な異常気象」や「大規模自然災害」といった気候変動
関係リスクが継続して上位に選定されています



気候変動への取組の重要性

●CSV（Creating Shared Value）の観点から経済的価値のみならず社会的価値の創造を重視

●社会や環境が重要なステークホルダーであるという認識の高まり

●ESG・サステナビリティへの取組みが中長期的な企業価値を高めるという投資家の認識

●ESG評価の対象が企業のバリューチェーン全体への責任へと広がる

●気候変動対応は機会となりうるという企業の気づき

～組織における気候変動の影響についてのシナリオ分析と、そこから得られる戦略設計が

環境事業の推進やレジリエンス向上という明確なOutput（中長期戦略）に繋がる
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「三方よし」の
発想に近い？

社会的価値の見直し



ESG投資活性化のトレンド背景と関連要素の時系列
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1999年 世界経済ﾌｫｰﾗﾑ
2000年 UNGC設立

1992年 第1回地球サミッ
ト（リオデジャネイロ）

1972年 人間環境会議
（ストックホルム）

2002年 第2回地球サミッ
ト（ヨハネスブルグ）

2012年 リオ＋20

（リオデジャネイロ）

2015年 持続可能な開発
サミット

1972年 UNEP設立

1950年 世界気象機関
設立（WMO）

1988年 IPCC設立

1994年 UNFCCC発効

1997年 京都議定書採択

2000年 MDGs設定

2015年 SDGs設定 2015年 パリ協定採択

1992年 UNEP FI 設立

2006年 PRI発足

2017年 Climate 

Action100+設立

1997年
GRI設立

2000年
CDP開始

2013年環境省
環境情報開示

2017年FSB

TCFD公表

2014年2月「日本版スチュ
ワードシップ・コード」金融庁

政府間会合 ESG投資国連目標 気候科学/国際条約 情報開示

2015年6月「コーポレートガ
バナンス・コード」東証

2015年9月 GPIF（年金積

立金管理運用独立行政法
人）がPRIに署名

2017年7月 GPIFが国内
投資のESG指数（総合型）
による運用開始を発表

日本の
ESG投資

2018年9月 GPIFが気候
変動テーマ指数による
運用開始を発表



パリ協定（気候変動枠組条約）
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パリ協定

2015年12月12日、フランス・パリで開催されたCOP21において、
京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際約束
であるパリ協定が採択されました。

パリ協定は、科学的知見を踏まえ、国際条約として初めて「世界
的な平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分下方
に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」（以下「2℃
目標」という。）や「今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と
吸収の均衡」（以下「排出と吸収の均衡」という。）を掲げたほか、
附属書I国（いわゆる先進国）と非附属書I国（いわゆる途上国）と
いう気候変動枠組条約の附属書に基づく固定された二分論を超
えて全ての国が参加し、5年ごとに貢献（Nationally Determined 

Contribution、以下「NDC」という。）を提出・更新する仕組みを取
り入れ、適応計画プロセスや行動の実施等を規定しており、気候
変動対策の国際枠組みとして画期的なものです。

※出所：環境省 平成30年版 環境白書・循環型社会・生物多様性白書より引用



企業の未来を洞察する非財務情報
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事業会社
機関投資家
（運用機関）

年金基金など
運用委託元
アセット
オーナー

過去と現在を分析（財務情報）
・業績
・中期計画
・今期予想
・足元の状況

未来を洞察（非財務情報）
・ビジョン・経営理念
・成長ストーリー
・ビジネスモデル
・リスクと機会（環境・社会）
・経営の仕組み（ガバナンス）
・経営層のコミットメント

投資理由
を説明

インベストメントチェーンの相互の関係



我が国の脱炭素宣言
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菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好
循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限
注力してまいります。

我が国は、2050年までに、温室効果ガスの
排出を全体としてゼロにする、すなわち
2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会
の実現を目指すことを、ここに宣言いたしま
す。

もはや、温暖化への対応は経済成長の制約で
はありません。積極的に温暖化対策を行うこ
とが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、
大きな成長につながるという発想の転換が必
要です。

菅首相 所信表明演説の一部抜粋

2020年10月27日 日本経済新聞より引用

SOCOTEC CERTIFICATION JAPAN



2021年の主なＥＳＧ情報開示関連の動向

☑ 2021年 6月 コーポレートガバナンスコード の改訂

プライム市場へ移行する企業はサステナビリティをめぐる課題に関してTCFD又は同等の
情報開示を求める

☑ 2021年 10月 TCFD報告書 改訂

・金融セクターにおけるscope3カテゴリー15（投資）の排出量の算定、開示や

金融セクターにおける開示項目の追加ガイダンス

・戦略、指標と目標に関する開示情報の追加ガイダンス

☑ 2021年 11月 IFRS財団が非財務情報の新たな基準の策定を発表

国際会計基準策定を担うIFRS財団が国際サステナビリティ基準審査会（ISSB）を設立し、非財
務情報開示基準をTCFDをベースとして他のG5（CDP、CDSB、IIRC、GRI、SASB）の開示ス
タンダードを統合したものとして発行を目指すことを発表
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TCFDとは

目的：企業の気候変動リスクを財務情報に統合して、投資家が投資判断に活用することを可能とすること

① 企業の経営層が気候変動をより重要なものとして認識し、経営課題の中心に取り上げるようにすること

・投資家が一貫性のある比較可能な方法で情報にアクセス可能
・すべてのステークホルダーに対して財務情報と同じ厳しさでの情報開示となる

② 企業が開示すべき情報には、シナリオ分析に基づく気候変動リスクの将来の見通しを提示すること

気候関連情報をメインストリームの財務報告書の中で開示

SOCOTEC CERTIFICATION JAPAN11

2015年12月に、G20の金融安定化理事会（FSB）により設立が公表された
「気候関連財務ディスクロージャー・タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）」

2017年6月に、企業等に対し、気候変動関連のリスク・機会に対する取り組みの情報開示についての
TCFDとしての提言をまとめた報告書を発表 （2021年10月に改訂）



ＴＣＦＤにおける議論の動機

・気候変動は2008年のリーマンショックと同様に世界経済を混乱に陥れる要因と
なる！

・今世紀末までに世界で4兆２000億～43兆ドル（453兆円～4640兆円）の資産
が気候変動に関連するリスクに晒される！（英誌「エコノミクス」調べ）

⇒投資が水の泡になる可能性

・世界が低炭素経済に移行するに当たって年間約1兆ドル（約110兆円）の投資が
必要となる！（国際エネルギー機関 IEA 調べ）

SOCOTEC CERTIFICATION JAPAN12

Risks

Risks

Risks
Risks



TCFD最終報告書で開示が推奨される4つの項目
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ガバナンス（Governance）：
どのような体制で検討し、それを企業経営に反映しているか。
取締役会の監督、執行レベルの役割を説明する。

戦略（Strategy）：
短期・中期・長期にわたり、気候変動のリスクと機会が、企業経営にどのように影響を与え
るか。またそれについてどう考えたか。
2℃、4℃上昇した将来世界をシナリオ分析のうえ、戦略や財務への影響を説明する。

リスク管理（Risk Management）：
気候変動のリスクについて、どのように特定、評価し、またそれを低減しようとしているか。
そのプロセスと、全社的なリスクマネジメントへの統合を説明する。

指標と目標（Metrics and Targets）:
リスクと機会の評価について、どのような指標を用いて判断し、目標への進捗度を評価して
いるか。Scope1, Scope2の排出量報告等、主要な指標を開示すべきである。



TCFDに対する企業の動向

TCFDでは、気候変動に関する財務情報開示を積極的に進

めていくという趣旨に賛同する機関等を公表しています。
TCFDに対して、世界全体では金融機関をはじめとする1484

の企業・機関が賛同を示し、日本では687の企業・機関が賛
同の意を示しております（2022年1月27日時点）。

⇒TCFDの最終報告では、2017年から5年のタイムフレーム

で、気候変動に関する財務的影響の情報開示を推進するこ
とを目標としています。

（環境部門だけで対応できるものではなく、事業戦略部門、リ
スク管理部門が業務部門と連携して対応し、その成果を情報
として集約する仕組みが重要）
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※ TCFDコンソーシアム HPより ここ数年で、気候変動が、
広報の一環としてのCSR（社会的責任）として対応するものから、
企業の財務に深刻な影響を与えうる全社的に取り組むべきもの、
として捉えられるようになってきたと言える。



中長期的な企業価値増大に向けた経営者による的確な意思決定を支える実務的な枠組みを示したものがＣＧコードであ
り、投資家との建設的な対話における共通基盤といえます。

機関投資家向けのスチュワードシップ・コードと両輪で、実効的なコーポレート・ガバナンスが実現されることが期待されて
います。

15◆ 出所：JPX コーポレートガバナンス・コードの全原則適用に係る対応について（2021年7月21日更新）

コーポレートガバナンス・コード（2021年6月改訂）



CGコードにおけるサステナビリティについての取組み（2021年改訂版にて追加）

16◆ 出所：JPX コーポレートガバナンス・コードの全原則適用に係る対応について（2021年7月21日）



CDP（国際NGO）のデータの活用状況
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CDPは2000年に英国で設立したNGO。
発足当初から世界の企業に対して、気候変動への
取組みに関する質問書を送付し、回答をスコアリング
して、機関投資家等が利用できる情報として開示し
てきました。

CDPは、現在では水や森林までテーマを拡げ、企業
や自治体等に情報開示を促し、世界中の投資家や
企業、政策決定者の意思決定に影響を与えていま
す。

CDPの質問書は、TCFD推奨開示項目と整合する
質問内容を構成し、多くの格付け機関、データプロバ
イダーに利用されESG投資の評価に用いられています。



CDPの活動
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御社 CDP 投資家等

◼CDPは従来、株式時価総額を基準（毎年11月末）として日本では上
位500社に回答要請していましたが、2022年より、東証プライム上場企
業全社(1841社）に拡大されることになりました。

◼ウォーターは水リスクをベースとして日本では361社（2021年）に回答要
請が送付されました。

◼サプライチェーンプログラムでは、投資家ではなくプログラムに参加するサプラ
イチェーン上流企業からの要請を受ける形で、参加企業のサプライヤーに対
して質問書への回答要請が行われます

毎年2月～3月頃に回答要請 毎年7月末に回答締め切り

毎年11月頃にScore公表

※CDP WEBサイトより 一部加工
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CDP気候変動質問書2021 回答状況

□JAPAN500回答数： 354社

□JAPAN500回答率： 71％ （回答354社/対象500社）

□全回答日本企業数（JAPAN500以外を含む）： 427社

以下を含む
・Not scored （回答期限後に提出）

回答企業数 回答率

2015年 246 49%

2016年 265 53%

2017年 283 57%

2018年 297 59%

2019年 306 61%

2020年 327 65%

2021年 354 71%

※グローバルの回答率集計方針に合わせて2019年からSAを除いた回答率で集計

※

※

※

306 327 354

283 297

10
12

12
217 203 184 161 134
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2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

ジャパン500回答企業数の推移

回答企業 親会社による回答 無回答
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全回答企業スコア分布（427社:2021年 内NOT SCORED15社含む）

2021年 Aリスト企業 56社（JAPAN500 50社、その他 6社）

56

98

142

42
49

0

20

5

15

53

75

109

45

57

23

5
8

38

60

123

24

50

32

8 8

20

32

104

25

59

50

10

19

0

20

40

60

80

100

120

140

160

A A- B B- C C- D D- Not scored

全回答企業2018年～2021年 スコア分布
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セクター別スコア分布（JAPAN 500 / 回答354社）※NOT SCORED 9社除く

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

アパレル

バイオ技術・ヘルスケア・製薬

食品・飲料・農業関連

化石燃料

ホスピタリティ

インフラ関連

製造

素材

発電

小売

サービス

輸送サービス

3

6

7

17

4

2

9

2

5

6

2

8

23

15

9

16

2

2

6

8

2

7
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19
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6
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9

2

1
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3
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1
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3

2

8

5

1

4

11

1

1

5

4

1

5

1

1

2

A A- B B- C C- D D-

回答
企業

対象
企業数

回答率前年比

15 23 65% ＋2

57 108 53% ＋5

27 61 44% ＋8

9 10 90% →

55 61 90% ＋2

106 126 84% →

25 34 74% ＋10

3 8 38% ＋13

4 4 100% ＋20

24 31 77% ＋3

18 31 58% －9

2 3 67% ＋34
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CDP質問書（気候変動）2020
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質問モジュール CDP2020の見出し

Scope2 事業明細

排出実績

C8. エネルギー
エネルギー消費

エネルギー消費活動

C9. 追加の指標 その他の気候変動関連の指標

C10. 検証
検証

他の検証済データ

C11. カーボン・フライシング

カーボン・フライシングシステム

プロジェクトベースの排出量取引

内部炭素価格

C12. エンゲージメント

バリューチェーンでのエンゲージメント

公共政策におけるエンゲージメント

コミュニケーション

C13.モジュールの依存関係 農産物、食品、飲料、タバコ、紙、林業
C14. モジュールの依存関係 金融
C15. サインオフ サインオフ

質問モジュール CPD2020 小見出し

C0. イントロダクション イントロダクション

C1. ガバナンス
取締役会の監督
経営責任
従業員へのインセンティブ

C2. リスクと機会

管理プロセス

リスクの開示

機会の開示

C3. 事業戦略 事業戦略

C4. 目標とパフォーマンス

目標

その他の気候変動関連の目標

排出削減活動

低炭素商品

C5. 排出に関する方法論
排出基準年

排出に関する方法論

C6. 排出データ

Scope1 排出量⁵

Scope2 排出報告

Scope2 排出量⁶

除外項目
Scope3 排出量⁷

生物学的な炭素固定によりCO₂排出量⁸

排出原単位

C.7 排出明細
Scope1 明細：GHG（温室効果ガス）

Scope2 明細 ： 国

約120問以上の質問

J-クレジットが取組に貢献できる関連項目です。

再エネ関連クレジットは、組織の野心的な目標を
達成するための手段として、使用することができ
ます。



サプライチェーン排出量のイメージ図
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CO₂ CH₄ N₂O HFCs PFCs SF₆ NF3

企業活動 下流企業活動企業活動 上流

Scope1
直接排出

Scope2
間接排出

Scope3
間接排出

Scope3
間接排出

企業の施設

企業の車両

投資

フランチャイズ

販売した製品
の廃棄処理

販売した製品
の加工

輸送・流通

販売した製品
の使用

調達

資本財

燃料及びエネルギーに
関連した活動

輸送・流通

事業から発
生した廃棄物

出張

リース資産

従業員
の通勤

出典：WRI/WBCSD「GHG Protocol Corporate Value Chain （Scope3） Accounting and Reporting Standard」

自社使用に購入したエ
ネルギー、蒸気、熱

購入した原料、資材、
役務

エネルギー起源

非エネルギー起源



調達に伴う排出量は連鎖している

完成品メー
カー • Scope3 調達の排出量

一次

サプライヤー
• Scope1＋2＆Scope3 の調達の排出

二次

サプライヤー
• Scope1＋2＆Scope3 の調達の排出

三次

サプライヤー

• Scope1＋2＆

• Scope3 の調達の排出

• ・・・・・・・
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Scope3の削減を実
現するためには
サプライヤーから排
出量情報を入手し、
削減要請をする必要
がある。

エンゲージメント



バリューチェーンエンゲージメントの重視 ～ ESGは最早、大企業だけの問題ではない
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FTSE、CDPをはじめとする
ESG評価機関は、益々
バリューチェーン・
エンゲージメントの推進状況に
評価の重きを置きつつある

＜CDP質問＞
C6.5：Scope３排出量データ
除外項目を開示、説明するとともに、
御社のScope３排出量を説明して下さい

↓
C12.1：協働（エンゲージメント）
機構関連問題に関してバリューチェーンと
協働していますか？

Eに加えてSも重視

ESGは、最早、
大企業だけの問題ではなく

バリューチェーンの中のすべ
ての主体の問題



脱炭素社会に向けて、J-クレジットの活用の可能性が広がる
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J-クレジット創出者：

日本に本社を置くグローバル企業の連結対
象外子会社でJ-クレジットを創出（再エネ）

J-クレジット購入者：

日本に本社を置くグ
ローバル企業が、
Scope2排出量削
減のため

非連
結子
会社

取引
先

農・
水産
業者

教育・福
祉関連
事業者

林業

J-クレジット購入者：

日本に本社を置くグ
ローバル企業が、
Scope3排出量削
減のため※J-クレジット制度 WEBサイトより

例）



J-クレジットの活用方法

再エネ（電
気・熱）
由来

省エネ
由来

森林吸
収由来

工業・農
業・廃棄物
由来

温対法(排出量・
排出係数調整）

○ ○ ○ ○

オフセット利用 ○ ○ ○ ○

CDP報告 ○ × × ×

SBT報告 ○ × × ×

RE100報告 ○ × × ×

SHIFT/ASSET

目標達成
○ ○ ○ ○

経団連計画
目標達成

△ △ ○ △
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※J-クレジット制度 WEBサイトより抜粋

買い手としての活用方法

J-クレジットは、誰でも購入が可能

無効化処理の後、義務や目標達成への利用
と報告に記載することが可能



J-クレジット制度
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再エネ由来のJ-クレジットは、
用途の多様さ（前頁表ご参照）、
CDP、SBTや、RE100や再エネ100宣
言RE Action（日本独自の中小規模企
業版のRE100）等のイニシアティブへ
の企業の参画進展、
等により、需要が高まっている。

一方で供給は不足しているため、最近
では、PPA事業（施設の屋根にPPA事

業者の資金で太陽光パネルを設置し、
当該施設の自家消費電力として供給
する仕組み）等、自らJ-クレジットのプ

ロジェクト組成を進める動きも増えてい
る。

※J-クレジット制度 WEBサイトより 一部加工

大企業が野心的なCO2排出削減の長期目標を設定した際の、削減方法として
再エネ証書としてのJ-クレジットは、電力使用にもとづくCO2削減に大きく寄与します。
（排出係数＝０-CO2/kWh）



再エネ算定通知書の発行状況

CDP、SBT、RE100に利用できる「再エネ算定通知書」の発行量が急増している

＜再エネ算定通知書のサンプル＞
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J-クレジット制度事務局資料より



多様な方法論：省エネルギー分野
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出典：J-クレジット制度 概要資料より



多様な方法論：再エネ、工業プロセス、農業、廃棄物、森林吸収源
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出典：J-クレジット制度 概要資料より



温室効果ガスを減らす努力①（SBT）

32

SBT（Science Based Targets）

パリ協定（世界の気温上昇を産業革命前より2℃を⼗分に下回る水準に抑え、また1.5℃に抑えることを目指すもの）が
求め る水準と整合した、5年~15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス 排出削減目標
※気候科学に基づく「共通基準」で評価・認定される目標
例）WB2D：2018年比で2030年までに最低30%以上、1.5℃：2018年比で2030年までに51%以上削減。
サプライチェーン排出量（事業者自らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量）の削減
が、SBTでは求められる。
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温室効果ガスを減らす努力② （RE100）

33

RE100
2014年に結成した、事業を100％再エネ電力で賄うことを目標とする企業連合

再エネ RE100企業

100％
再エネ調達

この写真の作成者不明な作成者は CC BY-SA-NC のライセンスを許諾されています

2022年1月25日までに参加
企業347社（うち日本63社）

世界的には⾦融が、日本では建設業、
電気機器、⼩売業が多い

SOCOTEC CERTIFICATION JAPAN



RE100

RE100プロジェクトに加盟するには、事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことを宣言しな
ければならない。多くの現加盟企業は、合わせて100%達成の年を同時に宣言している。

100%達成は、企業単位で達成することが要求され、世界各地に事業所等がある企業は、その全
てで100%を達成しなければならない。

また、ここで定義される「再生可能エネルギー」は、水力、太陽光、風力、地熱、バイオマスを指し、
原子力発電は含まれない。RE100加盟企業：347社（日本企業63社）（2022年1月25日現在）

100%達成に向けては2つのオプション

（1）自社施設内や他の施設で再生可能エネルギー電力を自ら発電する
自社の再生可能エネルギー発電所で発電された電力の消費は、電力系統に連系されたもので

も、そうでないものでも構わない。

（2）市場で発電事業者または仲介供給者から再生可能エネルギー電力を購入する
再生可能エネルギー電力の購入は、再生可能エネルギー発電所との電力購入契約（PPA）、電

力事業者とのグリーン電力商品契約、グリーン電力証書等の環境価値の購入のいずれの方法で
も可。

進捗報告：

RE100に加盟すると、報告書での進捗報告が必要。

RE100の加盟企業は、毎年「CDP気候変動」の質問票のフォーマットで報告書を作成し、進捗状況
をRE100事務局に提出しなければならない。また、報告書に記載する再生可能エネルギー電力発
電や消費の情報は、第三者監査が推奨されている。報告された情報は、RE100のホームページや
年次報告書の中で公開される。

SOCOTEC CERTIFICATION JAPAN34

RE100は、The Climate GroupとCDPによって2014年よ
り運営される企業の自然エネルギー100％を推進する国

際ビジネスイニシアティブです。企業による自然エネル
ギー100％宣言を可視化するともに、自然エネの普及・促

進を求めるもので、世界の影響力のある大企業が参加し
ています。



RE100に取組むメリット
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市場

企業が再エネ調達の必要性を発信す
ることで、再エネの市場規模が拡大
する

調達選択肢の増加や、価格低下につながること
で、安価で安定した再エネ供給を受けられるよう
になる

自社

◆影響力の大きい企業が、“脱炭素需要”のシグ
ナルを、市場に届けることで、供給側で低価格
化・安定供給・規制緩和といった活性化が始ま
る

◆安価で安定した再エネ電力が需要側に伝わる
と、更なる導⼊拡大を求めるより強いニーズが
発生し、市場内の好循環に繋がる
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ESG情報開示と企業の取組みの循環
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アセットマネージャー

投資機関

企 業

E

S

G

投
資

リ
タ
ー
ン アセットオーナー

GPIFが署名した「国連責任投資原則」

原則1 原則2 原則3 ESGの重視

原則1 私たちは投資分析と意思決定のプロセスに
ESGの課題を組み込みます。

原則2 私たちは活動的な株式所有者になり、株式
の所有方針と所有慣習にESG問題を組み入
れます。

原則3 私たちは投資対象の主体に対してESGの課
題について適切な開示を求めます。

事業機会を増やす

投資機会を増やす

情
報
開
示

持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

●ESGレーティング機関
●債券格付け機関
●投資コンサルタント

非財務情報

非
財
務
情
報

投資家ニーズに合
わせてTCFDの開示
要請項目と整合性
確保



SOCOTEC CERTIFICATION JAPAN37

OUR

KEY FIGURES

900 M
TURNOVER

(Est. Incl. VIDARIS)

8,700 5,000
PEOPLE

including

ENGINEERS

200,000
CLIENTS

ACCREDITATIONS

RECOGNITIONS

QUALIFICATIONS…

MORE THAN

250
EXTERNAL

ACCREDITATIONS



CONTACTS

ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社

環境対策部・営業部

URL:https://www.socotec-certification-international.jp/

東京都千代田区大手町1丁目7番2号
東京サンケイビル15F

TEL(03)3516-2411 FAX(03)3516-2415

ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社は、
CDP 2018年スコアリングパートナーです。
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SCORING

PARTNER
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